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新県立博物館の活動と運営の方針（仮称） 

平成２３年度検討案 

 



１ 新県立博物館の活動と運営の方針(仮称)のとりまとめの考え方 
開館後の活動や運営の基本的な内容については、「新県立博物館事業実施方針(平成

２１年３月)」において、運営方針、調査研究方針などの各方針を順次検討し、開館
までに作成することとしています。 

毎年検討を重ね、その結果を年度ごとに博物館づくりの取組をとりまとめる「新県
立博物館の活動と運営」（Vol.1～Vol.5）の中でお示しして、県民の皆さんとの意見
交換を進めていきます。さらに、この「新県立博物館の活動と運営」（Vol.１～Vol.
５）をもとに、平成２５年度末に「新県立博物館の活動と運営の方針(仮称)」をまと
め、開館後の活動と運営に関する基本方針とします。 
 

「新県立博物館の活動と運営の方針（仮称）」の主な構成と検討時期は、下記のと
おり予定しています。 
 

 

「新県立博物館の活動と運営の方針(仮称)」の主な構成 
           ※最終的に、平成 25 年度末をめどに作成 

 
序 章 めざす博物館に向けて －活動と運営の基本的な考え方－ 
 
第Ⅰ章 活動と運営の基盤となるしくみ 

  ※平成 22 年度に検討案、22 年度～24 年度に検討、最終案を作成 
 
第Ⅱ章 運営方針   

※平成 22 年度に検討案、22 年度～24 年度に検討、最終案を作成 
  １ 基本的な考え方 
  ２ 設置条例など基本的事項 
  ３ 運営形態 
  ４ 運営基盤（職員体制、組織、連携体制、外部資金の活用） 
  ５ 活発な利活用、魅力的で持続性のある博物館のための取組 

 
第Ⅲ章 活動方針   

※平成 23 年度に検討案、23 年度～24 年度に検討、最終案を作成 
１ 活動全般の考え方 
２ 調査研究活動 －調査研究方針－ 
３ 収集保存活動 －収集保存方針－ 
４ 活用発信活動 －交流創造展開方針・展示方針－ 
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Vol.5  ■活動と運営の基盤となるしくみ

■運営方針 

■活動方針 
（調査研究方針、収集保存方針、
交流創造展開方針、展示方針） 
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新県立博物館の
活 動 と 運 営
(Vol.～Vol.5） 
H21～25 年度 

平成２５年度末完成 



２ 平成２３年度検討案 
 

２０１１(平成２３)年度に検討してきたことについて、県民の皆さんとともに、今
後意見交換等を行っていくため、次のとおり報告します。 

なお、序章から第Ⅱ章については、昨年度の案から変更した主な箇所に下線を引い
ています。第Ⅲ章は、今年度新たにとりまとめたものです。 

目 次 

 
序 章 めざす博物館に向けて －活動と運営の基本的な考え方－ 

  １ 基本的な考え方 
   (1)新県立博物館の使命と活動・運営 
   (2)「ともに考え、活動し、成長する博物館」 

２ 開館時期について 
 
第Ⅰ章 活動と運営の基盤となるしくみ 

１ 活動・運営管理（博物館マネジメント）のしくみ 
 (1)計画段階 
(2)実施段階 
(3)ふりかえり・評価・改善段階 

２ 日常的に博物館づくりへ参加・参画できるしくみ 
３ 連携のしくみ～連携・協力体制の構築～ 
４ 公文書館機能の確保のためのしくみ 

 
第Ⅱ章 運営方針   

  １ 基本的な考え方 
  ２ 設置条例、名称 
  ３ 運営形態 
  ４ 運営体制（職員体制、組織、県民・利用者組織） 
  ５ 連携組織（ネットワーク、協議会等） 
  ６ 活発な利活用の推進 
  ７ 利用者の視点で進める魅力的な博物館運営 
  ８ 効果と効率、持続性に配慮した管理運営 
 

第Ⅲ章 活動方針   
１ 活動全般の考え方 
２ 調査研究活動 －調査研究方針－ 
３ 収集保存活動 －収集保存方針－ 
４ 活用発信活動 －交流創造展開方針・展示方針－ 



 

 

 
 

１ 基本的な考え方 
（１）新県立博物館の使命と活動・運営 

新県立博物館は、  
 ①三重の自然と歴史・文化に関する資産を保全・継承し、次代へ生かす 

 ②学びと交流を通じて人づくりに貢献する 
 ③地域への愛着と誇りを育み、地域づくりに貢献する 

ことを使命としています。 
 

これらの使命は、県民･利用者の皆さんが、自己の生きがいや成長を得るとと
もに、地域に目を向け地域をよくしようという意欲が湧いてくるきっかけとなる

ことをめざしています。 
 

また、県立博物館としての拠点機能を発揮して、館所蔵の資料にとどまらず、
県内の市町や博物館と連携して県内の貴重な資産を保全・継承する活動を行いま

す。また、人材育成・技術支援等について市町や地域を支援する役割を果たすこ
ともめざしています。 

 
新県立博物館は、調査研究、収集保存、活用発信の活動を通じて、使命を達成

し、役割を果たします。そして、新県立博物館が、持続して充実した活動を行っ
ていけるようにするのが運営の役割です。 

 
（２）「ともに考え、活動し、成長する博物館」 

   新県立博物館は、「ともに考え、活動し、成長する博物館」を活動理念とし、
常に、「協創」と「連携」の視点で、県民・利用者の皆さんと活動を展開し、館

の運営を行っていきます。 
 

２ 開館時期について 
「活動と運営の方針(仮称)」は、以上の基本的な考え方を前提に、「新県立博物館

基本計画(平成 20 年 12 月)」（以下「基本計画」という。）や「新県立博物館事業
実施方針(平成 21 年 3 月)」(以下「事業実施方針」という。)の内容にそって、開

館後の博物館活動と運営の基本的事項を明確にします。 
検討の前提となる開館時期については、目標としている「平成 26 年春」として

います。 

序 章 めざす博物館に向けて－活動と運営の基本的な考え方－ 



 

 

 
 

１ 活動・運営管理（博物館マネジメント）のしくみ 
  新県立博物館の活動を県民・利用者の皆さんと、「ともに考え、活動し、成長さ

せていく」ため、最も重要な基盤となるのが「博物館マネジメント」です。 
  新県立博物館では、「博物館マネジメント」として、毎年の活動と運営を「計画

(Plan)－実施（Do）－評価(Check)－改善(Action)」のサイクルとして展開して
いく評価と改善のしくみを構築します。 

   
 【博物館マネジメントのイメージ図】 

 
            

                    
                     

                    
 

 
           

                       
         

         
 

（１）計画段階 
① 中長期計画 

運営協議会やみんなでつくる博物館会議などに意見を求めながら、長期（10
年程度）を見越した中期（５年程度）の計画を作成、公表します。 

※計画項目－５年間の取組方針（重点的に取り組む方向など）、取組内容、活
動と運営の成果や業務量を表す指標・目標値など 

 
  ② 年次計画 

    年間の事業計画を作成し、概要は、「○○年博物館レポート(仮称)」に掲載す
るなど、公表します。 

 
（２）実施段階 

   実施に当たっては、アンケート、モニター制度などを工夫し、利用者による評
価を集約します。 

   利用者数、満足度、調査研究件数など、博物館の状況を表す数値データなども
集計します。 

 

第Ⅰ章 活動と運営の基盤となるしくみ 

中長期計画 
○○年博物館レポート(仮称) 

※公開・意見集約 

①計 画 ( P l a n ) 段 階    

③ ふりかえり・評価(Check)段階 ② 実 施 ( D o ) 段 階       

みんなでつくる博物館会議 
こども会議など 
博物館レポート（仮称） 
（＝業務報告） 

運営協議会（助言機関）など 
モニタリング(アンケート、統計等) 

④ 改善( A c t i o n ) 段 階       



 

（３）ふりかえり・評価・改善段階 

  実施段階で得たアンケート等の活用を盛り込んで評価と改善を行います。この段
階では、自己評価、第三者評価を組み合わせた総合評価と改善を行います。 

 
評価と改善のしくみの構築  ※平成 23 年度末をめどに検討、開館までに構築 

   先行事例を詳細に調査し、自己評価と第三者評価（県民参加型評価を含む）を
効果的に取り入れ、指標・目標の設定から改善策の打ち出しまで一連の制度の構

築に向けて県民の皆さんとともに検討します。 
 ・先行事例調査           （平成 22～23 年度に検討） 

 ・制度の概要と構築スケジュール検討 （平成 23 年度に検討） 
 ・指標等の内容の議論、設定     （平成 24～25 年度に検討） 

 
２ 日常的に博物館づくりへ参加・参画できるしくみ  ※平成 24 年度までに方針 

  新県立博物館では、県民・利用者の皆さんが、自身の興味や成長に応じて参加か
ら参画へ段々と博物館への関わり方を深め、広げていけるような工夫をすると同時

に、関わり方の段階に応じて多様な機会の提供や受け皿を用意することとしていま
す。 

特に、活動と運営への日常的な博物館づくりへの参加、参画の形態に着目して、
次の表を参考に検討を進めます。 





 

３ 連携のしくみ～連携・協力体制の構築～ ※平成 25 年度までに試行、実施 

新県立博物館では、より充実した博物館活動を展開していくため、他の博物館や                          
関係機関との連携や、地域の団体及び企業等との連携を積極的に進めます。また、

連携関係を定着させるなかで、互いに支援しあう体制としくみを整えます。 
 

（１）県内博物館との連携    
県内の博物館が互いに連携・支援しあうゆるやかなネットワークを整備しま

す。このための方針を早期につくり、関係機関と協議を重ねていく必要があり
ます。 

 
（２）大学・研究機関等との連携（相互協力協定の締結など） 

三重大学をはじめとする県内大学や他の博物館などのうち、館の方針に照ら
して、日常的に協力関係を築いていくべき相手先とは、相互協力協定を締結す

るなど、共同研究や人事交流、共同事業など館どうしの連携、交流関係を構築
します。 

特に、三重大学とは、共同の研究や学生への人材育成支援、博物館を活用し
た小中学校の学習カリキュラムの検討など大学の研究教育の内容と連動した取

組を検討します。 
 

（３）学校との連携 
博物館を活用した学校教育の実施に向けて、市町の教育委員会や地域の小中

学校と出張授業やモデル事業の実施、学習カリキュラムの検討などの取組を進
めます。 

 
（４）まちかど博物館との連携 

県内の地域に５００館余りあるまちかど博物館について、個々の現状や地域
の状況を踏まえつつ、開館までに連携した取組や意見交換を行い、連携の内容

の方向を共有できるように進めます。 
 

（５）地域の自然・歴史・文化に関する団体との連携 
地域の団体等については、それぞれの団体の活動を尊重しつつ、例えば、三

重の自然環境や地域の文化財の保全などの共通目的のための連携した取組や、
新県立博物館が行う研修会やワークショップ、調査研究などへの協力関係を築

きます。一方、新県立博物館としては、館の使命や活動方針にそって、各団体
が必要とする支援を提供する体制も必要です。今後、連携して活動する中で、

必要な連携環境の整備を進めます。 
 

（６）「文化と知的探求の拠点」や他の行政機関との連携 
県総合文化センターの各施設をはじめ、さまざまな施設間連携を進めること

で、互いの機能強化、魅力向上につなげます。あわせて、テーマに応じて共同



 

展示を行うなどの施策連携の取組を進めていきます。 

 
（７）県外及び国外の博物館や大学・研究機関との連携 

他地域との比較により三重県のもつ自然と歴史・文化の特性や独自性、普遍
性を明らかにするため、県外及び国外の博物館や大学・研究機関との共同の調

査研究や連携展などを進めます。 
 

（８）企業等との連携 
三重県の経済・産業・雇用・文化などの面で大きな役割を担っている県内企

業や団体、ＮＰＯといった民間の団体は、“わたしの博物館”さらには“みんな
の博物館”づくりを実現するためには欠かせないパートナーであると考えてい

ます。 
そこで、企業が多く集まる展示会やセミナーに参加したり、企業を個別に訪

問してヒアリングを実施したり、参画への働きかけと参画形態の掘り起こしを
行い、必要な連携環境の整備を進めることで、新県立博物館への参画と支援の

輪を広げます。 
 

４ 公文書館機能の確保のためのしくみ  
※平成 24 年度末をめどに検討、平成 25 年度に諸規程整備 

新県立博物館の公文書館機能を確保するために必要なしくみを整備します。 
特に必要なことは、公文書館の機能を整理し、県の各部局、文書担当部、博

物館の役割分担を明確にし、文書の作成から歴史的公文書として保存、公開す
るまでの流れをしくみとして整備することです。このため、規則等の諸規程の

整備をあわせて行っていくとともに、施設、人材の整備が必要です。 
現時点では、下記の②～⑤については、一部は実施されていますが、博物館

側で整備を行っていく必要があると考えています。 
 

①県の執行部局で作成した公文書が適切に移管される体制 
②移管された公文書を選別する場所とそのための諸規程 

③選別後の歴史的公文書を整理し、受け入れるための施設 
  （例：生物被害処置室、公文書等保存処理室、公文書整理室、歴史資料

収蔵庫（歴史的公文書資料含む）） 
④博物館資料の閲覧と異なる点を踏まえた、歴史的公文書閲覧に際しての必

要な規程と適切な施設（例：資料閲覧室、書庫、展示室） 
⑤公文書館機能を発揮するための専門人材（アーキビスト） 



 

 

 
１ 基本的な考え方 

  新県立博物館の使命や役割、活動理念などをふまえて、「基本計画」においては、
博物館の運営を進める上で大切にすべきことを次のとおり定めています。 

①県民・利用者との協創により、運営を進める。 
②多様な主体との連携により、効果的な博物館運営を進める。 

③博物館の質や魅力、県民・利用者の満足度を持続的に高める。 
④開かれた博物館として、県民・利用者の立場に立った運営を行う。 

⑤効果的・効率的な運営のもとで博物館の使命・役割を持続的かつ着実に果たす。 
⑥環境保全の大切さを発信する管理運営を行う。 

また、県費負担の２割削減、広報体制の強化、民間の参画による経営基盤の確立、
自然エネルギーの活用拡大などを内容とする新たな「７項目」も念頭に置いて運営

方針の検討を行います。 
 

２ 設置条例、名称 
（１）設置条例     ※平成 24 年度末までに方針決定、25 年度末に制定 

設置条例は、平成 25 年度後半に制定することをめどに検討を進めます。 
検討に当たっては、現三重県立博物館設置条例の措置や、別に公文書館設置条

例制定の必要性について明らかにする必要があります。特に、指定管理者制度を
導入するか否かにより、条例の制定時期や規定内容が大きく異なる部分が出てく

る可能性があります。 
 （条例で規定すべき項目の例示） 

  ①設置目的・趣旨 
  ②設置場所、名称 

  ③開館時間及び休館日 
  ④業務、博物館事業 

  ⑤職員 
⑥指定管理について（指定管理者の指定、指定管理者の業務等） 

⑦入館料（料金、減免等の手続き） 
⑧資料の観覧料（観覧許可、観覧料、損害賠償等） 

⑨利用について（許可、利用料金、損害賠償等） 
⑩博物館協議会 

⑪遵守事項、その他（規則への委任） 
 

（２）名称等について     ※平成 24 年度末をめどに検討 
新県立博物館が、三重県立の総合博物館であることや、公文書館機能を一体化

した博物館であることなどをわかりやすく表現した名称を平成 23 年度末までに
検討し、最終的には、設置条例において定めていくこととします。 

あわせて、新県立博物館のイメージを伝えるための愛称やロゴ、イメージキャ

第Ⅱ章 運営方針 



 

ラクターなどについては、県民参加型で実施するＭＭＭプロジェクト（みえマイ

ミュージアムプロジェクト）を公募機会として活用しつつ、平成 24 年度末をめ
どに、決定していくこととします。 

 
３ 運営形態 

（１）運営主体  ※平成 24 年度末までに検討、設置条例に反映 
基本計画において、新県立博物館の設置・運営は、博物館の基幹的な業務（学

芸業務、企画業務など）については県直営で行う「公設公営・一部民営（一部指
定管理）」としています。これに基づき、指定管理者制度の導入範囲等を検討し、

新県立博物館の設置条例に規定する必要があります。 
指定管理者制度の導入の有無や範囲等の検討に当たっては、新県立博物館の使

命や目的を踏まえた実施事業や広報活動などの具体的な内容、県総合文化センタ
ーとの連携、長期的にみた場合の効果や効率性に配慮した検討を行います。 

 
（２）開館形態 

① 開館日・開館時間  ※平成 24 年度末までに明確化、設置条例に反映 
県総合文化センターの各施設の開館日・開館時間との整合性を図りつつ、 

新県立博物館の使命を果たし、特色を発揮できるような開館形態とします。 
県民の皆さんにとって、活用しやすく、活発な交流の場ともなる博物館とし

て、ある企画展の場合や一部のエリアは夜間の営業もするなど、県民ニーズや
効果・効率など運営面の可能性を考慮しながら、検討を行います。 

 
② 入館料等      ※平成 24 年度末までに明確化、設置条例に反映 

館内の無料・有料のエリア区分については、テーマ展示室は、展示内容等に
より有料と無料の区分を行い、こども体験展示室を除く交流創造エリア及びエ

ントランスエリアについては、無料とします。基本展示室は有料とし、こども
体験展示室については、今後方針を定めていくこととします。 

また、県立の各施設の利用料金との整合性を図ります。 
あわせて無料入館者の範囲や区分別料金体系、減免の対象などを明確にし、

条例や規則に反映します。 
年間パスポートや県総合文化センターとの相互利用を促進するような割引

制度など、館の理念やめざす博物館活動を踏まえ、誘客にもつながる料金体制
を検討します。 

 





 

（２）組織   ※平成 24 年度末をめどに検討 

   新県立博物館の理念に基づく活動を効果的・効率的に展開するためには、組織
体制をどのようにするかは、大変重要な課題です。 

   このため、多様な博物館業務を効果的・効率的に推進でき、調査研究、収集保
存、活用発信の活動をバランスよく展開できるような学芸員等専門職員の人材育

成にもつながる組織を構成していく必要があります。 
平成２４年度末をめどに、下記を基本としつつ、具体的な想定業務、職員人数

等を踏まえた開館時の組織体制を明確にします。 
 

○ 総務・管理部門 
          ・総務担当    →館全体の運営管理、庶務、経理、人事 

・企画広報担当  →中長期計画の策定、館全体の渉外、広報等 
 

○ 事業部門   
          ・交流連携担当  →学習等の活動支援、連携事業等 

          ・資料活用担当  →閲覧・レファレンス、調査研究成果の普及等 
          ・展示担当    →展示の企画、実施 

 
○ 研究部門    →調査研究、資料の収集・保全 

             ※ 全専門職員が、総務・管理部門及び事業部門と研究部門
を兼務  

           ※ 組織全体を通じて、公文書館機能を確保      
注意）・組織名称は仮称です。 

 
（３）県民・利用者組織（日常的な参加・参画のための場の整備） 

   県民・利用者の皆さんとともに博物館づくりを進めるために、日常的に県民・
利用者の皆さんが博物館づくりに参加・参画し、活動や運営を支援するしくみを

整備します。とりわけ、参画に関わるさまざまな組織の目的や性格を平成 24 年
度末までに明らかにして、開館までに整備します。あわせて、「みんなでつくる

博物館会議」、「こども会議」などについても、試行的に実施しつつ、開館までに、
位置づけや実施形態などを明らかにします。 

  （参画のしくみとして検討するもの） 
   ・運営協議会など、博物館運営のための組織として位置づけるもの 

   ・みんなでつくる博物館会議、こども会議など活動と運営の計画、評価と改善
のしくみとして位置づけるもの 

・サポートスタッフ 
・ボランティアスタッフの種別と組織化 

・友の会的な支援組織 
・団体や企業等からの支援体制 

 

館 長 

 ｜ 
副館長 



 

①  活動と運営のための組織、会議 ※平成 24 年度末までに検討、順次実施 

運営協議会、みんなでつくる博物館会議、こども会議など博物館活動と運営
に関わるための組織として位置づけるものの目的、役割等について、平成 24

年度末までに明確にし、必要なものについては、設置条例に明記し、規程等の
整備を進めます。 

 
② 博物館活動への参加組織  ※平成 24 年度末までに検討、順次実施 

    現行のサポートスタッフをはじめ、ボランティア組織や友の会などの組織に
ついて整理し、新県立博物館で整備するものの目的や位置づけなどについて明

らかにします。 
 

③ 支援組織   ※平成２４年度末をめどに検討、できるものから具体化 
    県民、団体、企業等の支援体制について、平成２４年度末をめどに検討し、

整備に取り組みます。 
    また、県民学芸員(仮称)や地域の人材など、博物館活動を支える人材につい

ても、検討を行い、必要な規程等の整備を行います 
 

  ④ 外部人材の参画・連携のしくみ ※平成 24 年度末までに検討、順次実施 
共同研究や外部研究員の受け皿にもなる館側の調査研究のための制度につ

いて検討し、規程等の整備を行います。 
 

５ 連携組織（ネットワーク、協議会等）  ※平成 25 年度末までに検討 
  三重県博物館協会など、県内外にすでにあるネットワークや協議会などとの連携

関係や方向を明確にして、必要な対応を進めます。 
 

６ 活発な利活用の推進 
（１）開館後の広報計画   ※広報戦略（平成２４年 3 月）に基づき、順次実施 

   学校見学や県内外の団体客などへの対応を含めた開館後の広報計画について
は、平成 23 年度末にとりまとめた広報戦略のなかで検討を行いました。広報戦

略は、開館前の広報を中心にとりまとめましたが、開館後の広報とその体制につ
いても開館前からの取組との連携・継続を基本におくこととしています。とりま

とめに当たっては、特に、県総合文化センターとの連携による総合的な取組を重
要と考えています。 

 
（２）開館後の広報体制の整備 ※平成 25 年度末をめどに検討、順次実施 

   広報戦略に基づき、県総合文化センターや美術館など関係機関はもとより、学
校関係や各種団体、観光関係機関などとのネットワークを構築するとともに、イ

ンターネットや広報物など利用者への広報手段や体制の整備を順次進めます。 
 

 



 

７ 利用者の視点で進める魅力的な博物館運営 

（１）博物館の魅力を高めるサービス展開 ※平成 24 年度末までに検討 
 ミュージアムショップ(売店)については、指定管理者制度の導入範囲の検討と

あわせて、平成 24 年度末までに内容の検討を進めます。 
（２）誰にとっても快適な施設をめざして ※開館前から開館後へ引き続き検討 

   開館までに施設づくりとして進めている障がい者団体等やＵＤ(ユニバーサル
デザイン)団体との意見交換をもとに、多様な利用者が楽しめ、快適に過せるた

めのＵＤの視点での運営計画の検討と実施を進めます。 
 

８ 効果と効率、持続性に配慮した管理運営 
（１）資金     

① 資金計画           ※平成 25 年度に作成 
  毎年度の収支計画を明確にするとともに、大規模修繕や展示リニューアルな

ど長期的かつ効果的・効率的な視点で資金計画の作成を進めます。 
 

② 多様な外部資金等の調達、活用 ※平成 23 年度以降検討、実施 
    開館後、外部資金をいかに獲得し、博物館活動の充実と拡大につなげるかは、

重要な課題です。各種助成金、補助金などによる調査研究や事業の資金獲得に
ついて積極的に取り組みます。また、博物館の活動について広く理解を得るた

めの取組を積極的に行い、寄付金などの支援の体制について、検討を進めてい
きます。特に、新県立博物館が、各種調査研究資金を受けるために研究機関と

しての位置づけを持つ必要があり、そのために課題があれば、その解決につい
ての取組を行います。  

 
（２）理念に基づく効果的で効率的な運営の実施と公開 

① 運営マニュアルの作成   ※平成 24 年度までに検討、25 年度前半に作成 
危機管理、非常対応なども含めた館内の場所や業務に応じた運営マニュアル

を作成し、開館までに実地訓練等を行い、常勤、非常勤等働き方のいかんを問
わず、全スタッフに徹底させます。 

② 「博物館レポート(仮称)」の発行と公開  ※開館後 
新県立博物館の運営内容については、毎年度業務報告書として「○○年博物

館レポート (仮称)」によりとりまとめ、公表するとともに、「資産カルテ」の
作成、公表も行います。あわせて、運営協議会や毎年実施する「みんなでつく

る博物館会議」、「こども会議」などにおいて、意見を聴取するなど、よりよい
運営に向けて取組を進めます。 

 
（３）環境保全の大切さを発信する管理運営   ※開館後 

新県立博物館の建築に当たっては、太陽光発電や地中熱を利用した空調熱源シ
ステム、ハイブリッド照明などの省エネルギーの実現や、縦ルーバーの設置、外

断熱工法や床吹出し空調方式、高効率照明器具などの採用や IPM(総合的害虫管



 

理）の考え方による収蔵庫の環境確保など環境に配慮した施設としています。こ

のような環境保全の大切さを発信する施設として、環境学習にかかわる事業を行
うとともに、継続的に環境負荷の低減に留意した管理運営を行い、よりよい三重

の環境づくりや地域環境の保全に取り組みます。 
 

（４）地元地域との良好な関係づくり ※開館前から順次検討し、実行 
   新県立博物館が、地元地域に親しまれ、支持されるよう、地域協議会(仮称)の

設置や地域との共催事業・イベントなどについて、検討を進め、実行していきま
す。また、このような活動が地元地域からより広い連携に広がるよう努力してい

きます。 



 

 

 
 

１ 活動全般の考え方 
新県立博物館の使命や役割、活動理念などをふまえて、「基本計画」においては、

博物館の活動を次のとおり定めています。 
① 調査研究活動、収集保存活動、活用発信活動の３つの活動は、三重の自然と

歴史・文化の資産を保全・活用する博物館の基盤となる基本的な活動です。 
② 新県立博物館では、この３つの活動を相互に結びつけ、それらのすべてを県

民・利用者に開き、協創と連携の視点により、県民・利用者とともに進めるも
のとします。 

③ 活動を展開するに当たっては、新しい“総合”の観点に立つとともに、館内
にとどまらない活動を行います。 

④ ３つの活動すべてをとおして、博物館が県民・利用者の活動と交流の場とし
て機能することにより、人づくりや地域づくりに幅広く貢献することをめざし

ます。 
 

２ 調査研究活動 －調査研究方針― 
三重の新県立博物館では、三重県とその周辺地域がもつ多様な自然と歴史･文化、

並びに関連する地域・分野について調査研究することで、三重のもつ資産の真実性
を追求し、その特徴や意義を明らかにして、地域のくらしがより豊かになることを

めざします。また、その調査研究は、学芸員や研究者のみで行うのではなく、博物
館利用者やより多くの県民とともに行うことで、成果を共有できるようにします。 

博物館での調査研究は、自然と歴史・文化など地域のくらしに関わる幅広い分野
について総合的に行います。また、その成果を発信するとともに、その成果を生か

して、魅力ある地域づくりにつなげることをめざします。さらに、博物館や公文書
館機能のあり方に関する調査研究を行っていきます。 

 
（１）調査研究の方針 

① 博物館のテーマである「三重が持つ『多様性の力』」を探求します。 
② 調査研究活動の成果を三重の資産の保全・活用につなげ、三重の魅力を明ら

かにするとともに、県民・利用者の自己実現を支援します。（人づくり） 
③ こうした取組をとおして、地域資産の掘り起こしや地域の見直しを促進し、

県民・利用者の主体的な活動や地域づくり、地域課題の解決を支援し、より豊
かなくらしやすい地域につなげていきます。（地域づくり） 

④ 新県立博物館では、これらの調査研究活動を計画段階から県民・利用者とと
もに総合的に行います。 

 
（２）扱う調査研究分野と、その調査研究分野に対する目的 

① 三重の地域の固有性や特徴を明らかにするために、三重とその周辺地域の
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自然と歴史・文化並びに過去から現在にかけての移り変わりを調査研究しま

す。 
・三重県内の地域を豊かにするための提案の根拠となる調査研究 

・三重県及び県内各地域の課題を解決する調査研究 
・三重の自然と歴史・文化に関して学術的に価値を高める調査研究 

② 三重にある資料と博物館資料の保存のあり方（保存科学）を調査研究します。 
・三重の自然と歴史・文化に関する資料を適切に保存していくための調査研究 

③ 博物館のあり方（博物館学）を調査研究します。 
・博物館が県民・利用者にとって利用しやすい活動や運営をするための調査研

究 
④ 公文書館のあり方を調査研究します。 

・歴史的公文書等を適切に収集保存していくための調査研究 
・歴史的公文書等を公開し、県民・利用者の皆さんが閲覧・利用しやすくする

ための調査研究 
 

（３）調査研究のカテゴリー 
① 総合研究 

「三重の自然と歴史・文化」をテーマとする三重県立博物館の使命の実現
に関わる課題を総合的にとらえて、本館の学芸員が研究代表者となり、本館

の学芸員や外部の研究者等と共同で取り組みます。期間は３～１０年を想定
しています。 

② 共同研究 
総合研究の課題には至らないものの、個別に「三重の自然と歴史・文化」

に関わる専門性が高い課題を、本館学芸員の企画に基づき、本館の学芸員が
研究代表者となり、本館の学芸員や外部の研究者等と共同で取り組みます。

期間は１ ３年を想定しています。 
③ 専門研究 

本館学芸員が自らの高度な研究能力を維持していくために取り組みます。 
④ 提案型研究 

外部から提案された企画に基づき、その外部企画者が研究代表者となり、
本館や外部の研究者と共同で調査研究を行います。期間は１～３年を想定し

ています。 
⑤ 受託研究 

外部からの委託により、博物館の学芸員が研究代表者となり、本館や外部
の研究者と共同で調査研究を行います。期間は１～３年を想定しています。 

 
（４）調査研究の体制 

調査研究を推進するための内部体制として、調査研究委員会をおきます。 
調査研究を効率的・効果的に推進するための助言を求めたり、評価をいただく

ための外部有識者による委員会を設置します。 



 

博物館利用者が個別の研究課題について、博物館の施設や備品を利用して、学

芸員とともに調査研究を行うことのできる制度を設けます。提案型研究として受
理された企画者は、客員研究員として博物館内で調査研究を行うことができます。

なお、研究員に対して博物館の施設や備品の利用には便宜を図ります。 
各研究カテゴリーの体制については、研究代表者が中心となり個別の調査研究

体制を組織します。その際は、専門性を持つ研究者や、調査研究活動の実施に協
力いただける県民・利用者や団体を広く受け入れ、体制を組織します。 

 
（５）調査研究の評価と改善方策 

調査研究の審査や実施期間、評価と改善のしくみを検討していきます。 
① 可能な限り計画段階からホームページ等で進捗状況を報告することにより

透明性を高め、広く県民に広報し県民から意見をいただきます。 
② 年度ごとに中長期的な視点も入れた研究計画を策定します。 

 
（６）調査研究の成果の活用・公開 

さまざまな機会や方法を活用し、速やかに報告します。論文を執筆し掲載する
ための努力をすることを義務とします。 

（例：学術誌、企画展、紀要、学会、報告会、ホームページ、報道発表など） 
 

（７）計画的な調査研究の推進 
調査研究の評価の結果を反映しながら、中・長期的な計画を立てて調査研究を

行います。調査研究を持続的に進めるために、研究費の確保に努めます。あわせ
て、文部科学省科学研究費補助金の申請研究機関としての立場を得ることや、調

査研究の受託など、外部資金の導入についても努力します。 
 

３ 収集保存活動 －収集保存方針－ 
三重とその周辺地域の自然と歴史･文化などの資産を保存･継承し、誰もが活用で

きるようにするための活動として資料の収集保存活動を行います。活動に当たって
は、三重県内の他の博物館や関連した機関と連携して、三重県内の資料が総合的に

保存・継承されるように努力します。資料の収集に当たっては、資料収集方針を定
め、長期的、計画的な視野に立って行います。 

 
（１）収集保存の方針 

① 三重とその周辺地域の自然と歴史・文化の資産の衰退・散逸・滅失・絶滅
を防ぎ、県民の共有財産として保全し、適切に次代に引き継ぐための主要な役

割を果たします。 
② 現地保存を原則としつつ、県立の博物館として支援・助言・提言など中心

的な役割を果たす観点に立ち、関係機関との連携・役割分担のもと、資産の状
態や環境を考慮し、最善の方法をとるようにします。 

③ 地域資産の守り手の育成や地域資産の保全活動を支援します。 



 

④ 活用発信活動につなげるとともに、新県立博物館の特色や使命・理念に基

づく長期的視野に立った計画的な収集保存活動を行います。 
⑤ 県が作成し、保存期限を越え廃棄対象となっている公文書について、基準

を設け選別を行い、歴史的公文書として受け入れ、保存・公開します。 
 

（２）収集保存の対象 
① 三重とその周辺地域のありようを理解するために必要な自然と歴史・文化に

関する資料を収集します。 
② 資料の種類は、実物資料、写真・映像・音響資料、印刷物・文献資料・文字

資料、複製・模型、情報、歴史的公文書を想定しています。 
③ 現三重県立博物館及び三重県生活・文化部文化振興室県史編さんグループが

所蔵している資料については、すべて新県立博物館に引き継ぎます。 
 

（３）収集の方法 
① 採集、発掘、購入、寄贈、移管、交換、製作、寄託、借用などの収集方法の

整理と方法別の課題を考慮した受け入れ手続きについて検討します。 
② 館内に館外の有識者を含む資料評価委員会を設置し、高度な判断は必要に応

じて審査することとします。 
 

（４）収集資料の整理保存 
① 資料の分類・整理・登録の手順、方法を明確にし、それらのデータベース化

を着実に進め、博物館資料がより幅広く活用できるような環境整備を行います。 
② 保存科学専門職員を中心に適切な保存環境で的確に保存管理を行います。 

 
（５）資産保全のための支援・連携体制の整備 

① 地域の資料の保存・記録・修復を知識・技術面から支援できる体制・しく
みを整備します。 

② 地域資産の守り手の育成や地域資産の保全の取組を全県的に推進します。 
③ 緊急・災害時などにおける広域的な相互支援と連携の体制づくりを推進し

ます。 
 

（６）収集保存活動のために必要となる取組 
① 収集保存活動を支える人材（保存・修復の専門職員）、施設・機器を確保し

ます。 
② 公文書館機能との一体化に関するシステム・体制等を整備します。 

③ 資料受け入れに当たっての関係機関等との連携体制を構築します。 
④ 資料収集方針を策定し、収集に関する審査のための体制を整備します。 



 

４ 活用発信活動 ―交流創造展開方針・展示方針― 

   
博物館に蓄積された三重の自然と歴史・文化に関する資産や情報を誰もが活用・

発信し、相互に交流できるようにするための活動として、活用発信活動を行います。
活用発信活動は、「交流創造」と「展示」の二つの活動からなります。「交流創造」

は、従来は“教育普及”と呼ばれてきた活動ですが、博物館と県民・利用者の双方
向的な交流活動によって新しい価値を生み出すという意味で「交流創造」としてい

ます。また、同じく「展示」の活動も一方的な発信ではなく、参加・参画・連携な
どに力点をおいて取り組みます。これらの活動により、三重の特色である「多様性」

を探求し、県内外に発信します。 
 

（１）活用発信の方針 
① 蓄積された資産や情報を誰もが活用発信し、主体的に交流できるものとす

ることで「協創」の輪を広げます。 
② 県民・利用者一人ひとりの自己実現を支援し、三重への愛着と誇りを育み、

地域づくりや地域課題の解決などの新たな創造へとつなげます。 
③ 特に、未来を担う子どもたちが、さまざまな学びや世代を超えた交流によ

り感性や創造力を伸ばす場にします。 
④ 展示の展開に当たっては、中・長期的な視野に立った展示計画に基づいて

進め、各展示の評価をし、その後の計画に反映していきます。 
 

（２）活用発信の内容 
① 交流創造 

三重の自然と歴史・文化に関する興味や関心、学習や調査研究、活動など、
さまざまなニーズを持つ県民・利用者に対して、三重に関するレファレンス、

情報の受発信、資料の閲覧、学習交流プログラムなどの機会を提供するととも
に、それらの活用を県民・利用者と館、県民・利用者相互の交流の中で育み、

新たな創造や発信につなげます。 
② 展示 

従来型の一方向的な公開にとどまらず、交流創造の取組と連動させながら、
県民・利用者との双方向・交流型の活動とすることで、さまざまな人びとが出

会い、交流し、多様な三重の魅力の再発見と発信ができるものとしていきます。 
 

（３）「交流創造」の展開方法 
活動の中核的な役割を担う場として、博物館内に「交流創造エリア」を設け、

県民・利用者が、活発に利用し、交流できるようにします。「交流創造エリア」
は、三重に関するレファレンス、情報の受発信、資料の閲覧、学習交流プログ

ラムの４つで展開します。 
① 三重に関するレファレンス 

三重に関して聞きたいことを、気軽に相談を受け対応できる環境づくりを進



 

めます。 

② 情報の受発信 
博物館がもつ情報を発信するだけでなく、県民がもつ地域における情報も受

け入れて、これらの情報を博物館と県民・利用者の双方が活用できるしくみを
つくります。 

③ 資料の閲覧 
資料閲覧のための手続きや方法を定めるなど、資料の保存環境に配慮した閲

覧活用のしくみをつくります。 
④ 学習交流プログラム 

新県立博物館が館内外で実施する学習交流プログラムを検討し、実施します。 
 

（４）「展示」の基本 
  ① 三重の自然と歴史・文化のことがわかる展示 

博物館の各所で、三重を知り、学び、探求できるようさまざまな演出やしか
けを配置します。 

  ② みんなで一緒につくっていく展示 
県民・利用者の皆さんとともに行う調査研究成果の展示をはじめ、みなさん

から寄せられる地域の情報を展示などで発信していくなど、双方向の交流型の
活動を展開します。 

③ 子どもたちを育む展示 
野外も含めた敷地全体を活用して、子どもたちが「遊ぶ・楽しむ」ことをと

おして、知ること、考えることの楽しさを知り、博物館や地域に対して興味・
関心をもてるようにします。 

 
（５）「展示」の展開方法 

「三重が持つ『多様性の力』」をテーマとして、「交流創造」の活動と連動させ、
双方向・交流型の展示活動を展開します。展示の種類は以下のとおりです。 

① 常設的に展開する展示 
多様で豊かな三重の魅力を紹介する常設的な展示として「基本展示」「三重

の実物図鑑ルーム」「こども体験展示室」「野外展示」があります。常設的な展
示については、県民のみなさんから受け入れた資料や情報を活用したり、季節

ごとに展示物を替えたりすることで、展示物に変化を持たせるようにします。 
② 開催期間を限定した展示 

基本展示と連動させるなど、いくつかの展示を組み合わせてさまざまな視点
から三重の魅力を発信する開催期間を限定した「テーマ展示」を実施します。 

 
（６）「展示」の種類 

多様で豊かな三重の魅力を紹介する「基本展示」と、いくつかの展示を組み合
わせてさまざまな視点から三重の魅力を発信する「テーマ展示」を中心に構成し

ます。テーマ展示は、「企画展示（自主企画展・全国巡回展）」、「トピック展示」、



 

「交流展示」で構成し、３～５年分のテーマ展示計画をつくり、展開します。 

また、「基本展示」や「テーマ展示」のほかに、「こども体験展示室」や「三重
の実物図鑑ルーム」でこれらと関連した展示を設けるほか、敷地内の里山林を生

かした「野外展示」を設けます。加えて、新県立博物館から遠い場所にお住まい
の県民の皆さんが、身近に展示を親しんでいただくために、三重県内の施設で「移

動展示」も行います。 
 


